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基本指針の目標 施設入所者の地域生活への移行 

 

計
画
（
Ｐ
）→

実
施
（
Ｄ
） 

目標値 

 

実績値 

 

 【令和５年度末までの目標値】 

  ・施設入所者の削減：1 0 6 人 

 ・地域生活移行者数の増加：3 2 8 人 

  

【目標達成に向けた考え方等】 

 府内市町村のこれまでの実績等を踏まえ、令和元年度末時点から令和5年

度末までに「地域移行者数6％以上」「施設入所者削減数1 .6％以上」とす

ることを基本とし、各市町村が入所施設利用者のニーズ等を把握し設定した

目標値を積み上げた。 

 地域移行の推進にあたっては、市町村や基幹相談支援センター等が入所者

や待機者の状況を把握し、地域移行の可能性がある者を指定一般相談支援事

業所などが行う地域相談支援等につなげて、地域生活を支えていくことが求

められる一方、入所者の重度化・高齢化に対応した社会資源や相談支援体制

の不足等により、地域生活をイメージした支援が取組みにくい状況となって

いる。 

府としては、市町村が整備する地域生活支援拠点等の機能充実に向けた後

方支援に取り組むとともに、行動障がい等の重度知的障がいに対応可能なグ

ループホーム等の機能強化に引き続き取り組んでいく。 
 

【実績の推移】 

 

主な活動指標 令和３年度 令和4年度 令和５年度 

訪問系サービス合計 
見込 3 9 ,0 1 0人／月 4 0 ,7 6 2人／月 4 2 ,6 2 8人／月 

実績 3 8 ,5 0 1人／月 4 0 ,9 4 6人／月 4 3 ,3 3 1人／月 

生活介護 
見込 2 3 ,5 2 4人／月 2 4 ,2 6 5人／月 2 5 ,0 4 4人／月 

事績 2 2 ,2 9 1人／月 2 3 ,7 4 6人／月 2 4 ,0 8 4人／月 

自立訓練（機能訓

練・生活訓練） 

見込 1 ,6 7 8人／月 1 ,8 0 0人／月 1 ,9 3 9人／月 

実績 1 ,6 6 1人／月 1 ,7 1 3人／月 1 ,7 7 5人／月 

就労移行支援 
見込 4 ,3 7 6人／月 4 ,6 0 3人／月 4 ,8 3 8人／月 

実績 4 ,3 4 9人／月 4 ,6 0 7人／月 4 ,6 3 9人／月 

就労継続支援（Ａ型） 
見込 6 ,8 7 0人／月 7 ,1 3 0人／月 7 ,4 0 7人／月 

実績 7 ,4 8 4人／月 8 ,3 5 8人／月 9 ,0 7 1人／月 

就労継続支援（Ｂ型） 
見込 1 9 ,5 8 0人／月 2 0 ,5 7 0人／月 2 1 ,6 2 1人／月 

実績 2 1 ,2 4 4人／月 2 5 ,7 1 8人／月 2 9 ,6 8 5人／月 

短期入所 
見込 6 ,7 6 6人／月 7 ,1 3 9人／月 7 ,5 3 9人／月 

実績 5 ,0 0 2人／月 5 ,5 2 0人／月 6 ,4 4 3人／月 

実績 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

施設入所者の削減 
5 5人 

累計（8 8人） 

4 5人 

（1 3 3人） 

7 2人 

（2 0 5人） 

実績 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

地域生活移行者数の増加 
1 0 6人 

累計（2 0 2人） 

1 0 1人 

（3 0 3人） 

8 5人 

（3 8 8人） 
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自立生活援助 
見込 1 9 1人／月 2 1 4人／月 2 4 5人／月 

実績 5 8人／月 4 5人／月 4 3人／月 

共同生活援助 
見込 1 0 ,7 3 2人／月 1 1 ,5 3 9人／月 1 2 ,4 2 2人／月 

実績 1 1 ,4 7 7人／月 1 2 ,8 5 3人／月 1 4 ,5 0 5人／月 

地域移行支援 
見込 1 4 0人／月 1 5 5人／月 1 8 1人／月 

実績 4 2人／月 3 9人／月 3 3人／月 

地域定着支援 
見込 1 ,1 5 4人／月 1 ,2 9 0人／月 1 ,4 3 5人／月 

実績 1 ,0 2 3人／月 1 ,0 4 7人／月 1 ,2 2 3人／月 

施設入所支援 

※減少を目指す 

見込 4 ,7 3 9人／月 4 ,7 1 0人／月 4 ,6 6 9人／月 

実績 4 ,6 9 8人／月 4 ,6 6 9人／月 4 ,6 0 1人／月 
 

評価（Ｃ） 改善（Ａ） 

【目標等を踏まえた評価（令和５年度及び計

画期間全体）】 

●計画の達成状況 

【施設入所者の削減】 

 ・目標値1 0 6人に対して、令和5年度は

7 2人（累計2 0 5人） 

 

【地域生活移行者数】 

・目標値3 2 8人に対して、令和5年度は

8 5人（累計3 8 8人） 

 

 

●状況分析 

【課題】 

・入所者の重度化・高齢化に対応した地域移

行の受け皿となる社会資源の不足。 

 

・施設入所者が地域生活をイメージし、選択

することが出来るような取り組みを進める

とともに、施設入所待機者、家族等が安心し

て地域生活を継続することができるような

行政と関係機関の連携体制の構築。 

 

【評価できる点】 

・施設入所待機者に対して、定期的に現在の

意向確認を行っている市町村がある。 

・地域移行や地域生活継続のために本人やご

家族への説明用パンフレットを作成してい

る市町村がある。 

・委託事業として、入所施設での茶話会、施

設職員向けの学習会、入所者との面談等に

よる地域移行促進の取組を実施している市

町村がある。 

【令和６年度における取組等】 

・重度知的障がい者で行動障がいなどの状

態を示す方をグループホーム等で支援で

きる事業所を拡大するため、支援現場の

体験や、コンサルテーションにより支援

手法や運営ノウハウの取得を図る事業を

実施している。 

 

・令和5年度より「重度障がい者グループ

ホーム等整備事業費補助金」を実施し、

障がい者の地域生活を支援するグループ

ホーム等を対象に、重度障がい者の受入

れに必要な環境整備に係る費用を助成し

ている。 

 

・令和６年度より「地域生活推進事業費補

助金」を実施し、地域生活推進に向けた

本人・家族・事業所等の意識醸成を図る

普及啓発や施設及びグループホーム等の

連携を通じた地域生活推進の実践を行う

法人等による取組みに必要な経費を助成

している。 

 

・重度化・高齢化に対応した支援体制を確

保するために必要な報酬や小規模改修へ

の柔軟な補助制度などを引き続き国に要

望している。 
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基本指針の目標 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 

計
画
（
Ｐ
）→

実
施
（
Ｄ
） 

目標値 

 

実績値 

 

 【令和５年度末までの目標値】 

  ・精神障がい者の精神病床からの退院後１年以内の地域における平均生活  

   日数：3 1 6 日 

  ・精神病床における１年以上長期入院患者数：8 ,6 8 8 人以下 

  ・精神病床における早期退院率：入院後３ヶ月時点の退院率 6 9 % 

                 入院後６ヶ月時点の退院率 8 6％ 

                 入院後１年時点の退院率   9 2％ 

   

 【目標達成に向けた考え方等】  

 大阪府における「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」の構

築に係る府・圏域・市町村の協議の場は令和3年度に全て設置された。各協

議の場が活性化することにより、圏域・市町村での取り組みや課題の共有

が進み、地域の医療福祉の支援連携体制が強化される。 

 また、大阪府が平成2 9年度より展開している長期入院精神障がい者の退

院支援に関する事業(※)により、精神科病院からの地域移行に関して精神科

病院と地域との橋渡しが進められており、より複合的な課題のある長期入

院患者の個別支援についても強化していく。 

 ※H2 9～R1「長期入院精神障がい者退院支援促進事業」 

  R2～  「長期入院精神障がい者退院支援強化事業」  

 

【実績の推移】 

 

実績 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

精神病床における１年以上長期入

院患者数 
9 ,0 6 2人 8 ,7 6 4人 8 ,1 3 2人 

 

※精神障がい者精神病床からの退院後１年以内の地域における平均生活日数
及び精神病床における入院後３ヶ月、６ヶ月、１年時点の退院率について
は、現時点において令和５年度実績データは出ていない。 
 
 
 

主な活動指標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

地域移行支援 
見込 8 9人／月 9 4人／月 1 0 8人／月 

実績 3 0人／月 3 3人／月 2 1人／月 

地域定着支援 
見込 4 5 6人／月 5 2 8人／月 6 0 7人／月 

実績 3 8 3人／月 4 1 0人／月 5 0 9人／月 

共同生活援助 
見込 1 ,8 5 1人／月 2 ,0 2 2人／月 2 ,2 0 9人／月 

実績 2 3 1 7人／月 2 ,8 8 1人／月 3 ,6 2 8人／月 

自立生活援助 
見込 9 0人／月 9 9人／月 1 1 1人／月 

実績 4 4人／月 3 3人／月 3 0人／月 
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評価（Ｃ） 改善（Ａ） 

【目標等を踏まえた評価（令和５年度及び計画期

間全体）】 

●計画の達成状況 

【精神病床における１年以上長期入院患者数】 

・目標値8 ,6 6 8人以下に対して、令和５年度は、

8 ,1 3 2人。 

 

●状況分析 

【課題】 

・精神科病院の長期入院者に関しては、令和3年

度から減少傾向であったが、令和5年度で計画

目標達成となった。しかしながら、入院期間が

「1年以上5年未満」の長期入院全体に対する

割合は一定数を占めており、ニューロングステ

イを予防する必要性が継続している。 

・1年以上の入院患者で寛解・院内寛解の状態像

の方は長期入院の約6 .8％を占め、令和4年から

5年はわずかではあるが増加。精神疾患の状態

的には退院が可能（寛解・院内寛解）の退院が

進んでいないのは、退院阻害要因が多岐に亘る

方で、病院だけで退院支援を行うことが困難な

複合的な課題のあるケースが残っている状態

が続いていると考えられる。 

・また、令和5年度に実施した退院患者調査（令

和5年9 月～1 1月の間に退院した患者の行先

等の調査）において、長期入院患者の退院先は、 

 約3 0％が死亡、約3 0％が他科への転院となっ

ている。減少した長期入院患者のうちの一定数

は、死亡や転院等、地域移行に至っていない可

能性があることが見えてきている。 

・地域によって、経験や受け皿にばらつきがある

状況は継続しているが、各圏域・市町村の協議

の場で事例検討や課題の共有による各地域に

おける連携は進んできている。今後は相互の活

動の参照や好事例の横展開など、広域的な活動

が重要となる。 

 

【評価できる点】 

・大阪府における長きにわたる退院促進に関する

活動や、これまで実施してきた事業により、長

期入院患者数は大幅に減少した。 

 

・各地域の協議の場は、令和5年度は1圏域1市町

村以外すべて開催された。 

【令和６年度における取組等】 

 

・ニューロングステイを増やさないため、また、

適切な地域移行を促進するため、入院時から退

院を見据えた支援の展開の必要性を院内研修

や協議の場を活用し、病院と地域に向けてそれ

ぞれ啓発を継続する。 

 

・病院への個別支援に関して、府の事業で配置し

ている広域コーディネーターによる定期的な

面談やケースカンファレンスの参加などを継

続し支援を引き続き強化する。また、公民連携

企業との共同事業により作成した退院支援パ

ンフレットを利用し、制度利用や本人の意欲喚

起に活用していく。 

 

・府内で実施される各地域の「協議の場」へ広域

コーディネーターが継続的に参加し、受け皿で

ある市町村への支援を継続し、協議の場の活性

化をはかる。また、他地域の活動を参照できる

ような「大阪府版にも包括ポータルサイト」を

大阪府のホームページ上に作成し、地域移行の

窓口を明確化し、好事例の横展開を図る。 

 

・精神科病院スタッフ研修については、対面開催

を基本に、研修を撮影した動画によるビデオ研

修の実施を提案するなど、病院内での展開をさ

らに進め、市町村の協議の場との連携も促進し

ていく。 

 

・ピアサポーター活動の側面的に支援により、定

着化してきた院内茶話会の定期的な継続開催

を推奨。感染対策として進めてきた壁新聞やビ

デオレターの作成については、このような媒体

を活用した茶話会の開催も促進。継続的発展的

な活動につなげていく。 

 

・国に対しては、引き続き精神障がい者の特性に

合った制度改善や現状に合ったきめ細かい報

酬上の改善などについて、引き続き要望してい

く。 
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・精神科病院スタッフ研修については、対面開催

も増加しているが、研修を撮影した動画を用い

て多くの職員に周知してもらうといった、オン

ラインから派生した方法も有効に取り入れら

れてきている。 

 

・退院の可能性のある入院患者の把握に向けての

ピアサポーターによる院内茶話会については、

受託事業所が増加。開催が定例化されるところ

も出てきている。感染対策から発展して、壁新

聞やビデオレターなど非接触媒体を有効に利

用した院内茶話会を開催などの取組みが広が

っている。 
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基本指針の目標 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

 

計
画
（
Ｐ
）→

実
施
（
Ｄ
） 

目標値 

 

実績値 

 【令和５年度末までの目標】 

令和5年度末までに、各市町村または各圏域に少なくとも一つ整備し、年１

回以上運用状況を検証・検討 

 

【目標達成に向けた考え方等】 

 市町村が地域生活支援拠点等の整備を進める上での課題を整理し、目標の

達成に向けて、市町村の整備が促進されるよう支援していく。 

 また、市町村が円滑に運用状況を検証・検討できるよう情報集約と共有を

行う。 

 

【実績の推移】 

実績 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

地域生活支援拠点等の整備 3 7  3 7  3 9  

年1回以上運用状況を検証・検討

している拠点数 
2 2  2 7  3 5  

 
 

評価（Ｃ） 改善（Ａ） 

【目標等を踏まえた評価（令和５年度及び計画期

間全体）】 

●計画の達成状況 

 整備：3 9市町村  

未整備：４市町 

検証・検討：3 5市町村 

 

●状況分析 

【課題】 

・未整備の4市町のうち、令和６年度に整備とな

っている市町もあるが、未整備の２市町は引き

続き働きかけが必要。 

 

・また、整備済市町村については、各機能の検証・

検討を行うとともに、地域生活支援拠点等が機

動的に機能するためには事業所間の連携が不

可欠であることから、参画に向けた事業所への

アプローチを進めることが必要。 

 

・重度障がい者が安心安全に地域で生活できるよ

う、拠点機能を担う事業所の支援力強化が必

要。 

 

【令和６年度における取組み等】 

・未整備となっている市町村については、課題

等のヒアリングを行い、他市町村の取組み事

例の情報提供等、引き続き必要な支援を行っ

ていく。 

 

・また、各市町村の地域生活支援拠点等の各機

能の運用方法や運用状況の検証・検討の実施

状況、事業所間の連携強化に向けたコーディ

ネーターの配置状況等についてアンケートを

実施し、市町村同士が相互に取組み状況を参

考にできるよう、結果を市町村に共有した。 

 

・各市町村における運用状況の検証・検討の推

進・強化のため、大阪府ホームページで検

証・検討状況（実施の有無や検証・検討の公

表について）の見える化（市町村のリンク先

がある場合はURLの貼付）を図った。 

 

・人材育成や支援スキルの蓄積等により、重度

知的障がい者で行動障がいなどの状態を示す

方を支援できるグループホーム等を増やすた

め、令和２年度から実施している支援手法や
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【評価できる点】 

・運用状況について、検証・検討した結果抽出さ

れた各機能の課題に対し、拠点コーディネータ

ーの配置や事業所（ヘルパー、訪問看護ステー

ション）等との連携強化など具体的な取組みの

ほか、自立支援協議会等においてプロジェクト

チームを立上げ検討開始するなど、機能強化に

向け取組んでいる市町村がある。 

 

ノウハウの取得を図る事業（重度知的障がい

者地域生活支援体制整備事業）を継続する。 

 

・緊急時に備えた居室の空床確保など、市町村

の実態に応じて必要な機能の強化・充実を行

うことができるよう、引き続き、国に対し

て、地域生活支援拠点等の整備・運営に特化

した財政措置を要望する。 

 

 
 



第６期障がい福祉計画 ＰＤＣＡサイクル管理用シート（大阪府） 

8 

 

基本指針の目標 福祉施設から一般就労への移行等 

 

計
画
（
Ｐ
）→

実
施
（
Ｄ
） 

目標値 

 

実績値 

 

 【令和５年度末までの目標値】 

  ・就労移行支援等を通じた一般就労移行者数：2 ,8 2 6 人 

 ・就労移行支援を通じた一般就労移行者数：1 ,9 1 0 人 

 ・就労継続支援 A 型を通じた一般就労移行者数：5 0 8 人 

 ・就労継続支援 B 型を通じた一般就労移行者数：2 8 6 人 

 

 ・就労定着支援の利用率：7 割 

 ・就労定着支援の就労定着率：就労定着率が８割以上の就労定着支援事業所が 

全体の７割以上 

 

 ・就労継続支援（B 型）事業所における工賃の平均額：1 6 ,5 0 0 円 

  

【目標達成に向けた考え方等】  

「福祉施設からの一般就労」については目標2 ,8 2 6人に対し3 ,2 6 3人と昨年

度を上回る実績であり、目標に達した。令和６年度は、引き続き一般就労者の増

加・就労定着の促進を目的として、実務経験のある支援員に対する研修を実施

し、障がい者の就労支援についての支援力の向上を図る。 

職場定着については、それぞれの障がい特性を理解し、個々の状態に合わせた

支援や配慮が必要であるため、支援ツールの一つとして大阪府が作成したサポー

トカードの普及を図ることによる職場定着支援の強化に加え、就労支援や企業と

支援機関の連携強化についても進めていく。 

 

 

【実績の推移】 

実績 令和3年度 令和４年度 令和５年度 

就労移行支援等を通じた一般就労

移行者数 
2 ,4 5 4人 2 ,8 4 1人 3 ,2 6 3人 

 

実績 令和3年度 令和４年度 令和５年度 

就労移行支援を通じた一般就労移

行者数 
1 ,6 8 2人 1 ,7 2 7人 1 ,9 2 0人 

 

実績 令和3年度 令和４年度 令和５年度 

就労継続支援A型を通じた一般就

労移行者数 
4 4 0人 6 6 6人 7 0 5人 

 

実績 令和3年度 令和４年度 令和５年度 

就労継続支援B型を通じた一般就

労移行者数 
2 7 1人 3 7 5人 5 4 8人 

 

実績 令和3年度 令和４年度 令和５年度 

就労定着支援の利用率 4 8 .7 % 5 2 .3％ 3 7 .6％ 
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実績 令和3年度 令和４年度 令和５年度 

就労定着支援事業所のうち就労定

着率が８割以上の事業所の割合 
7 4 .1 % 6 3 .5 % 6 4 .2％ 

 

実績 令和3年度 令和４年度 令和５年度 

就労継続支援（B型）事業所におけ

る工賃の平均額 
1 2 ,7 8 6円 1 3 ,6 8 1円 

1 8 ,1 7 6円

（※速報値） 
 
 
 
 
 
 

主な活動指標 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

就労移行支援の利用者数 

見込 4 ,3 7 6人／月 4 ,6 0 3人／月 4 ,8 3 8人／月 

実績 4 ,3 4 9人／月 4 ,6 0 8人／月 4 ,6 3 9人／月 

就労定着支援の利用者数 

見込 1 ,6 2 2人／月 1 ,8 4 2人／月 2 ,1 0 2人／月 

実績 1 ,3 4 3人／月 1 ,5 6 7人／月 1 ,7 2 9人／月 

就労移行支援事業所及び
就労継続支援事業利用の
一般就労移行者数 

見込   2 ,8 2 6人 

実績 2 ,4 5 4人 2 ,8 4 1人 3 ,2 6 3人 

障がい者に対する職業訓
練の受講者数 

見込   6 3 3人 

実績 3 6 2人 3 8 1人 3 5 9人 

福祉施設から公共職業安
定所への誘導数 

見込   5 ,4 5 4人 

実績 3 ,7 4 2人 3 ,6 4 2人 3 ,9 4 4人 

福祉施設から障害者就
業・生活支援センターへ
の誘導者数 

見込   8 3 4人 

実績 3 0 1人 3 0 2人 3 8 4人 

福祉施設利用者のうち公
共職業安定所の支援を受
け就職する者の数 

見込   2 ,8 2 6人 

実績 1 ,0 5 7人 1 ,0 3 4人 1 ,1 6 4人 

 
 
 

評価（Ｃ） 改善（Ａ） 

【目標等を踏まえた評価（令和５年度及び計画期

間全体）】 

 

①就労移行支援等を通じた一般就労への移行者数 

１．福祉施設※からの一般就労移行者数について

は、令和５年度においては3 ,2 6 3人と目標に達

成した。 

※就労移行支援、就労継続支援A型・B型、生活

介護、自立訓練 

 

【令和６年度における取組等】 

 

①就労移行支援等を通じた一般就労への移行者数 

②就労定着支援の利用者数 

●令和３年度・令和４年度に、平成3 0年度から

令和２年度までに実施したアドバイザー派遣事

業の結果を踏まえ、支援者としての心構えや就

労支援に役立つノウハウを盛り込んだ「障がい

者就労支援ガイドブック」（以下「ガイドブッ

ク」）を作成した。令和５年度は、ガイドブッ
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２．福祉施設からの一般就労移行者数のうち、就

労移行支援事業所を通じた実績は1 ,9 2 0人、就

労継続支援A型を通じた実績は7 0 5人、就労継

続支援B型を通じた実績は5 4 8人であった。 

 

●上記の要因として、就労継続支援（A型・B

型）事業所数の増加が考えられる。 

また、精神障がいの一般就労者は令和４年度比

で約1 .2 4倍、令和３年度比で約1 .5 1倍増加し

ており、他の障がい種別と比較して増加が著し

い。 

 

②就労定着支援の利用者数 

【目標等を踏まえた評価（令和５年度及び計画期

間全体）】 

１．令和５年度における就労移行支援事業所等を

通じた一般就労への移行者のうち3 7 .6％が就

労定着支援事業を利用しており、目標に対して

約5 3％の達成率であった。 

 

２．就労定着支援事業所のうち、就労定着率が８

割以上の事業所は6 4 .2％であり、目標に対し

て約9 2％の達成率であった。 

 

●１については、令和５年度上半期に一般就労し

たもののうち6か月以上継続しているものは

1 ,5 8 5人であるが、うち就労定着支援事業を利

用しているものは5 9 6人である。就労定着支援

事業の令和６年４月１日時点の事業所数1 8 4、

利用者数は1 ,7 8 7人であり、事業所数の少なさ

が利用率の低さとなっているものと考える。 

 

●２については、目標の9割を達成しており、就

労定着支援事業所の支援を受けた場合には、高

い定着ができるものと考える。 

 

 

③就労継続支援B型事業所における工賃の平均額 

【目標等を踏まえた評価（令和５年度及び計画期

間全体）】 

１．令和５年度における工賃の平均額は1 8 ,1 7 5

円（※速報値）であった。令和６年度報酬改定に

よる算定式の変更のため、過去実績及び設定目

標と、令和５年度の実績を比較することが困難

であるが、１事業所あたりの工賃支払総額（年

額）は、令和３年度2 ,4 2 4 ,6 8 9円、令和４年度

2 ,6 8 8 ,4 5 0円、令和５年度2 ,8 9 9 ,0 8 7円と、

年々５～1 0％向上しており、算定式変更の影響

のみでなく、一定の工賃水準の上昇があったと

想定される。 

クを地域の事業所に浸透させるため、事業所の

方針に影響力を持つ管理者・サービス管理責任

者を対象に、ガイドブックを活用し利用者を一

般就労につなげるための研修プログラムを作成

し、実施した。 

 

●令和６年度は、実務経験のある支援員に対し、

より専門性の高い就労アセスメント力の習得や

地域連携の実践をめざした研修を実施する。当

該研修では、就労定着支援事業の利用促進のた

め、就労定着支援事業所の好事例の横展開も行

う。 

 

●近年、一般就労者における割合が増加している

精神、発達障がい者の職場定着支援を図るため、

「精神障がい者の就労サポートカード」の定着

及び「発達障がい者の就労サポートカード」の普

及を行うことで、企業と医療機関、支援機関等の

連携を強化し、職場定着支援の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③就労継続支援B型事業所における工賃の平均額 

【令和６年度における取組等】 

●令和5年度は過去最高の実績であったものの、全

国最低水準を脱するには至っておらず、更なる

工賃向上の取組みが必要。 

 

＜具体的な取組み＞ 

 ・事業所が策定した「事業所工賃向上シート」

を実行するため、事業所への訪問相談支援や

コンサルタントの派遣。 

 ・別館１階に設置している「福祉のコンビニこ

さえたん」での製品販売及び施設外就労の実
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●１については、大阪府工賃向上計画に基づき実

施している「工賃向上計画支援事業」において、

以下の取組みを実施していることが要因と考え

る。 

 ・事業所における「工賃引上げシート」の策定支

援及び実行支援 

 ・事業所の経営力及び技術力等の向上を図るた

めの研修会等の開催 

 ・府庁スペースを活用した事業所で生産された

製品の販売機会や障がい者の就労訓練の場の

提供 

 ・企業等と事業所とのコーディネートを行う受

発注コーディネーターの配置による受注機会

の拡大等に関する取組み 

 

施 

 ・優先調達方針の周知 

 ・安定的な受注を図るための「共同受注窓口」

の設置  など 
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基本指針の目標 相談支援体制の充実・機能強化等 

 

計
画
（
Ｐ
）→

実
施
（
Ｄ
） 

目標 

 【令和５年度末までの目標】 

令和5年度末までに全市町村に基幹相談支援センターを設置 

【目標設定に向けた考え方等】 

 現在、7 市町村で基幹相談支援センターが未設置となっているため、目標

の達成に向けて、未設置市町村に働きかけるとともに、府全体の相談支援体

制の強化が図られるよう、市町村を支援する。 

（R5 .4  時点の未設置市町） 

羽曳野市、藤井寺市、泉大津市、泉南市、忠岡町、熊取町、岬町 

 
 
 

【実績の推移】 

実績 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

基幹相談支援センターの設置 3 6  3 6  3 6  

 

評価（Ｃ） 改善（Ａ） 

【目標等を踏まえた評価（令和５年度及び計

画期間全体）】 

・未設置の市町村には、ヒアリングやアドバ

イザー派遣により、基幹相談支援センター

設置に向けた助言を積極的に行った。 

 

・その結果もあり、令和６年度当初に藤井寺

市が設置。羽曳野市、泉大津市が令和６年

度内に設置予定。泉南市が令和７年度当初

設置に向けて動いている。 

 

・残り３町についても、国が示す令和８年度

末までに設置できるよう、アドバイザー派

遣等により助言を継続している。 

 

・令和５年度中に、未設置市町の方向性を見

い出せたことは、大きな評価に値する。 

 

【令和６年度における取組等】 

・引き続き、基幹相談支援センター未設置

市町へのヒアリングを実施のうえ、アド

バイザーを派遣し、設置に向けた助言等

を行う。 

 

・合わせて、基幹相談支援センター設置済

の市町村でも、運営に課題が生じている

場合は、アドバイザー派遣を通じて助言

等を行う。 

 

・市町村及び基幹相談支援センター職員等

を対象に、先進事例紹介や意見交換等を

内容とした「大阪府主任相談支援専門

員・基幹相談支援センター職員等連絡会

（3 / 1 1開催予定）」を実施。 
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基本指針の目標 障がい福祉サービス等の質の向上を図るための取組みに係る体制の構築 

 

計
画
（
Ｐ
）→

実
施
（
Ｄ
） 

目標 

 

実績値 

 【令和５年度末までの目標】 

  ①障害者自立支援審査支払等システム等でエラーの多い項目等について集 

   団指導等の場での注意喚起 

  

  ②不正請求等の未然防止や発見のため、審査事務を担っている市町村との 

   連携体制の構築 

  

  ③都道府県等が実施する指定障がい福祉サービス事業者及び指定障がい児 

   通所支援事業者等に対する指導について、府内の指定権限を有する市町 

   村等と課題や対応策について協議する場の設置 

  

 【目標達成に向けた考え方等】 

 報酬請求に係るエラー修正等の事務を減らすことで、利用者への直接支援

等の充実を図るとともに、指導監査等を適正に実施し、運営基準等の遵守を

徹底させることにより、事業所等のサービス等の質を向上させるための取組

みを実施する。 

 

【実績の推移】 
 

実績 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

①指定障がい福祉サー

ビス事業者及び指定障

がい児通所支援事業者

等に対する集団指導の

開催回数 

１回 
 

１回 １回 

②③指定指導に関する

調整会議の開催回数 
   ２回 ２回 ２回 

 

評価（Ｃ） 改善（Ａ） 

【目標等を踏まえた評価（令和５年度及び計画期

間全体）】 

●計画の達成状況 

・予定どおり達成した 

●状況分析 

・集団指導を通じてシステムエラーが多発する項

目等について、事業者に対し注意喚起を行っ

た。 

・府と市町村において指定指導に関する調整会

議を開催し、実務上の課題に対する対応策

についての協議、意見や情報の交換を実施

した。 

【令和６年度における取組等】 

●集団指導を通じてシステムエラーが多発する

項目等について、事業者に対し注意喚起を行っ

た。また、運営指導においてよく見受けられる

不備事項を抽出し注意喚起を行う。 

●８月、２月の年２回、市町村とともに指定指

導に関する調整会議を開催し、実務上の課題

に対する対応策についての協議、意見や情報

の交換を実施する。 
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基本指針の目標 障がい児支援の提供体制の整備 

 

計
画
（
Ｐ
）→

実
施
（
Ｄ
） 

目標値 

 

実績値 

 

 【令和５年度末までの目標値】 

  ・児童発達支援センターの設置：4 3 箇所 

 ・保育所等訪問支援の実施：    4 3 箇所 

 ・難聴児支援のための中核的機能を有する体制の確保 

 ・主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所の確保：4 3 箇所 

 ・主に重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所の確保 

：4 3 箇所 

  ・医療依存度の高い重症心身障がい児者等に関する関係機関の協議の場の  

   設置（大阪府）：     １ 

  ・医療依存度の高い重症心身障がい児者等に関する関係機関の協議の場の 

   設置（保健所圏域）：1 8    

  ・医療依存度の高い重症心身障がい児者等に関する関係機関の協議の場の 

   設置（市町村）：    4 3  

  ・医療的ケア児等コーディネーターの配置（市町村）：福祉関係１名 

                           医療関係１名 

                            

 【目標達成の考え方等】 

目標達成に向け、市町村における取組手法等について確認・検証を行うと

ともに、必要な法制度や施策の創設・改正がなされるよう、国に要望及び

提言を行います。また、事業所の新規参入に向けた研修事業を推進しま

す。 

 
 

【実績の推移】 

実績 令和3年度 令和４年度 令和５年度 

児童発達支援センターの設置市町

村等数 
3 5箇所 3 5箇所 3 7箇所 

保育所等訪問支援の実施市町村等

数 
4１箇所 4 2箇所 4 2箇所 

難聴児支援のための中核的機能を

有する体制の確保 
有 有 有 

主に重症心身障がい児を支援する 

児童発達支援事業所の確保（市町

村等数） 

3 5箇所 3 7箇所 3 9箇所 

主に重症心身障がい児を支援する

放課後等デイサービス事業所の確

保（市町村等数） 

3 7箇所 3 9箇所 3 9箇所 

医療依存度の高い重症心身障がい

児者等に関する関係機関の協議の

場（大阪府） 

１ 1  １ 
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医療依存度の高い重症心身障がい

児者等に関する関係機関の協議の

場（保健所圏域） 

1 8  1 8  1 8  

医療依存度の高い重症心身障がい

児者等に関する関係機関の協議の

場（市町村） 

3 7  3 8  4 2  

医療的ケア児等コーディネーター

の配置 

福祉関係7 6名 

医療関係1 9名 

福祉関係2 6 0名 

医療関係3 0名 
福祉関係2 5 9名 

医療関係4 6名 

 
 
 

主な活動指標の一覧 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

児童発達支援 
見込 1 1 ,2 7 1人／月 1 2 ,2 7 7人／月 1 3 ,3 6 3人／月 

実績 1 1 ,9 2 6人／月 1 3 ,9 2 6人／月 1 5 ,5 5 0人／月 

医療型 

児童発達支援 

見込 4 3 4人／月 4 4 2人／月 4 5 1人／月 

実績 3 5 5人／月 3 1 5人／月 3 4 0人／月 

放課後等 

デイサービス 

見込 2 6 ,8 9 1人／月 2 9 ,6 9 0人／月 3 2 ,4 1 3人／月 

実績 2 7 ,6 7 0人／月 3 1 ,6 9 5人／月 3 4 ,2 6 0人／月 

保育所等訪問支援 
見込 1 ,2 7 2人／月 1 ,6 6 3人／月 2 ,1 8 8人／月 

実績 1 ,1 1 8人／月 1 ,6 3 3人／月 2 ,1 9 3人／月 

居宅訪問型 

児童発達支援 

見込 6 6人／月 7 2人／月 7 8人／月 

実績 2 3人／月 1 9人／月 1 9人／月 

障がい児相談支援 
見込 7 ,2 0 1人／月 8 ,6 0 0人／月 1 0 ,3 4 7人／月 

実績 6 ,8 8 9人／月 7 ,8 6 2人／月 8 ,8 8 9人／月 

福祉型障がい児入

所支援 

見込 5 0 8人／月 5 1 0人／月 5 1 2人／月 

実績 4 9 5人／月 4 8 7人／月 4 7 6人／月 

医療型障がい児入

所支援 

見込 2 5 7人／月 2 5 7人／月 2 5 7人／月 

実績 2 2 7人／月 2 1 2人／月 2 0 5人／月 
 
 

評価（Ｃ） 改善（Ａ） 

① 児童発達支援センターの設置 

【目標等を踏まえた評価（令和５年度及び計画期

間全体）】 

●計画の達成状況 

・計画期間において設置数は微増傾向で推移

し、令和5年度の実績は4 3市町村のうち、３

7市町村での設置状況であった。 

 

●状況分析 

・未設置の市町村については、市町村規模に 

よっては管内の利用者が見込めないことや、

実施する財源の確保が課題であったり、候補

者（法人）がいないことから単独での設置が

図れていないことなどが考えられる。 

【課題】 

・未設置市町村に対しては、引き続き各市町

【令和６年度における取組等】 

① 児童発達支援センターの設置 

・児童福祉法の改正（施行期日：令和6年4月

1日）により児童発達支援センターが地域に

おける障がい児支援の中核的な役割を担うこ

との明確化等がなされたことを踏まえ、令和

5年度に実施した府内市町村における児童発

達支援センターの設置状況及び運用状況につ

いての市町村アンケートの分析結果をもと

に、各圏域の市町村の意見交換会を行うとと

もに、必要に応じて個別にヒアリングも行っ

た。 
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村による設置検討を基本としつつ、既に共同

設置を行っている好事例の紹介等、共同利用

体制の構築等を検討するよう働きかけを行う

必要がある。 

 

② 保育所等訪問支援の実施 

【目標等を踏まえた評価（令和５年度及び計画期

間全体）】 

●計画の達成状況 

・計画期間において実施数の増加を図ることが

出来ており、令和５年度の実績は4 3市町村の

うち、4 2市町村での実施であった。 

 

●状況分析 

 ・未整備の１町においては、町内で利用希望が

ないことが未整備の理由となっている。 

【課題】 

・未整備の町に、近隣市町村の事業所への調査

等を含め、ニーズに応じて、保育所等訪問支

援を利用できる体制の構築に向けた働きか

けを行う必要がある。 

 

③ 難聴児支援のための中核的機能を有する体制

の構築 

【目標等を踏まえた評価（令和５年度及び計画期

間全体）】 

●計画の達成状況 

 ・府立福祉情報コミュニケーションセンターを

難聴児早期支援の中核機能拠点として、「きこ

え」専門の相談窓口の「ひだまり・MOE」が中

心となり相談支援などを実施。 

 

●状況分析 

 ・医療機関で「聴覚に障がいがあり」と判定さ

れた後、聴覚障がいのある子どもとその保護者

が、支援を担う社会資源等に容易にたどり着け

ていない。 

・難聴児とその保護者への適切な情報提供及び

福祉情報コミュニケーションセンターを中核

とした関係機関の連携促進が必要。 

 

④主に重症心身障がい児を支援する児童発達支

援事業所の確保 

【目標等を踏まえた評価（令和５年度及び計画期

間全体）】 

●計画の達成状況 

・主に重症心身障がい児を支援する児童発達支

援事業所は、令和５年度の実績は4 3市町村の

うち、3９市町村で確保。 

・管内全体の事業所数としても令和４年度から

令和５年度にかけて1 2 8事業所から1 4 9事業

 

 

 

 

 

② 保育所等訪問支援の実施 

・未整備の町に、近隣市町村の事業所への調査

等を含め、ニーズに応じて、保育所等訪問支

援を利用できる体制の構築に向けた働きか

けを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 難聴児支援のための中核的機能を有する体制

の構築 

・難聴児支援の中核機能を担う「ひだまり・

MOE」がその機能を十分に発揮し、難聴児と

保護者への適切な情報提供や支援を遅滞な

く実施できるよう、療育機関や支援学校等と

の連携促進を行った。 

・相談支援ネットワーク事業において、個別相

談と療育支援や手話の体験ができるイベン

トを開催。 

・相談支援ネットワーク事業の一環として、療

育機関や手話言語獲得支援機関と、行政職だ

けでなく、保健師や言語聴覚士など様々な職

種の市町村担当者向けに、難聴児の支援にか

かる説明会を開催。 

・聴覚障がいのある児童等が在学する学校の教

員等を対象とした手話講座や、府内市町村小

中学校の難聴学級を担当する教職員向けの

手話講座を実施。 

 

④主に重症心身障がい児を支援する児童発達支

援事業所の確保 

・計画期間中において、重症心身障がい児に対

する支援技術の向上を図るため、福祉的な面か

らの機関支援（全職種対象）及び医療的な面か

らの機関支援(看護師等医療従事者対象)の為の

研修及び相談会を実施した。（研修内容は以下

のとおり） 

 

１ 重症心身障がい児に対する支援技術の向上 
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所へと増加を図ることができている。 

 

●状況分析 

・主に重症心身障がい児の支援においては、

福祉的な支援スキル、医療的な支援スキルの

両面が求められるが、事業所開設にあたって

は、これらの支援に関するノウハウが不足し

ていることなどが考えられる。 

【課題】 

  ・事業所の開設にあたって重症心身児障がい

児の支援に関するノウハウが不足している

ことについては引き続き、医療的な面や福祉

的な面から支援スキルの向上を図るための

研修や専門相談会を実施することで、事業所

数の増加に取組む必要がある。 

 

 

⑤主に重症心身障がい児を支援する放課後等デ

イサービス事業所の確保 

【目標等を踏まえた評価（令和５年度及び計画期

間全体）】 

 ・4 3市町村のうち、3 9市町村において事業所

が確保されている。（達成率9 1％） 

●計画の達成状況 

・主に重症心身障がい児を支援する放課後等デ

イサービス事業所の、令和5年度実績は4 3市町

村のうち、3 9市町村で確保。（達成率9 1％） 

 ・管内全体の事業所数としても令和4年度から

令和5年度にかけて、1 4 7事業所から1 6 5事業

所へと増加を図ることができている。 

 

●状況分析 

・主に重症心身障がい児の支援においては、福

祉的な支援スキル、医療的な支援スキルの両面

が求められるが、事業所開設にあたっては、こ

れらの支援に関するノウハウが不足している

ことなどが問題となっている。 

【課題】 

 ・事業所の開設にあたって重症心身児障がい児

の支援に関するノウハウが不足しているこ

とについては引き続き、医療的な面や福祉的

な面から支援スキルの向上を図るための研

修や専門相談会を実施することで、事業所数

の増加に取組む必要がある。 

 

⑥医療依存度の高い重症心身障がい児者等に関

する協議の場の設置 

【目標等を踏まえた評価（令和５年度及び計画期

間全体）】 

●計画の達成状況 

 （1）福祉的な面からの機関支援（全職種対象） 

   ①H3 0年度に策定した支援ツール等を活 

用した研修や、事例検討・相談会を実施 

    ・「活動支援の『ツマミ』になる話」 

   ②重心児支援のノウハウのある現場によ

る実習、及び電話相談への助言（随時） 

 （2）医療的な面からの機関支援（看護師等医療 

従事者対象） 

① 医療的ケア、個別性に合わせた多様な

対応について、研修及び事例検討を実

施 

    ・「健康支援の『ツマミ』になる話」 

② 重心児支援のノウハウのある現場によ 

る実習及び電話相談への助言（随時） 

      

 

 

 

⑤ 主に重症心身障がい児を支援する放課後等デ

イサービス事業所の確保 

・計画期間中において、障がい児通所支援の支

援技術の向上および関係機関の連携強化を

図るため、全体研修や専門研修会並びに地域

別交流会を実施した。（研修内容は以下のと

おり） 

 

１ 障がい児通所支援の支援技術の向上および 

関係機関の連携強化 

 ・全体研修：障がい児施策の方向性と、こども

の育ち  

 ・専門研修会（3回） 

① こどもたちの育ちを支えるヒント！楽し

い毎日を過ごせるための支援 

② こどもたちと家族の為に ～安心を届け

る家族への支援～ 

③ 家庭・学校・障害児通所支援事業所の連

携の実際と課題 ～不登校児への支援の

在り方とは？～ 

  ・地域別交流会：同内容を3回実施（1回あたり 

１～３圏域） 

  テーマ：しあわせな支援とは？ 

 

 

 

 

 

 

⑥医療依存度の高い重症心身障がい児者等に関

する協議の場の設置 

 

・未設置の市町村に働きかけを行った。令和５

年度に新たに３町１村が設置済。 



第２期障がい児福祉計画 ＰＤＣＡサイクル管理用シート（大阪府） 

18 

 

・新型コロナ感染症の影響等により、医療依存

度の高い重症心身障がい児等に関する協議

の場を運営するのが困難な保健所があった。 

 

・市町村の協議の場は、4 3市町村のうち、4 2

市町村で確保。 

 

 

 

●状況分析 

 ・未設置の市町村に対して、設置に向けた具体

的な働きかけが必要である。 

 

 

⑦医療的ケア児等コーディネーターの配置 

【目標等を踏まえた評価（令和５年度及び計画期

間全体）】 

●計画の達成状況 

 4 3市町村のうち、3 5市町村において医療的ケ

ア児等コーディネーターが配置されている。 

そのうち、福祉関係は3 2市町村2 5 9名、医療関

係は2 2市町村4 6名が配置されている。 

 

●状況分析 

・未設置の市町村では、コーディネーターの役割

等が周知・浸透されていないことや専門性のあ

る人材が不足していることにより配置が進ん

でいない状況である。 

・医療的ケア児等コーディネーター養成研修を実

施するとともに、研修修了者を対象に情報交換

会を行うことで活動を促進し、市町村への配置

につながるようにしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦医療的ケア児等コーディネーターの配置 

○医療的ケア児等コーディネーター養成研修等

の実施 

 ・コーディネーター養成研修（定員5 0名）  

  講義２日：R7 .1 / 1 6、1 / 2 0  

  演習２日：R7 .2 / 2 5、2 / 2 6  

・支援者養成研修（定員1 2 0名） 

  講義２日：R7 .1 / 1 6、1 / 2 0  

 

○未配置市町村へのヒアリングの実施 

・コーディネーターの配置促進に向け、医療的

ケア児等コーディネーターを配置していな

い市町村へヒアリングを実施 

 

 


